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令和３年第１回多賀城市教育委員会臨時会議事録

１ 会議の年月日 令和３年１月６日（水） 

２ 招集場所   市役所５階５０１会議室

３ 出席委員等  教育長 麻生川 敦   委 員 浅野 憲隆 

委 員 菊池 すみ子  委 員  渡 奈奈子 

委 員 林 幹字 

４ 欠席委員   なし 

５ 説明のため出席した事務局職員 

教育部長        松岡 秀樹 

次長兼教育総務課長   阿部 英明 

理事兼学校教育監    伊藤 克宏 

副理事兼生涯学習課長  中野 裕夫 

副理事兼文化財課長   佐藤 良彦 

学校給食センター所長  矢口 伸 

参事兼教育総務課長補佐 菊地 賢一 

６ 傍 聴 人  なし 

７ 記 録 係  教育総務課主査 山形 剛大 

８ 開会の時刻  午後１時 

９ 議事日程 

日程第１  前回議事録の承認について 

日程第２  議事録署名委員の指名について 

日程第３  諸般の報告 

事務事業等の報告 

日程第４  議事 

議案第１号  平成３１年度多賀城市教育委員会点検及び評価の結果 

に関する報告書について 

議案第２号  令和２年度多賀城市教育功績者等表彰について 

議案第３号  多賀城市学校給食センター条例施行規則の一部を改正 

する規則について 

議案第４号  学校給食費の改定について 

日程第５  その他 

教育長 

ただ今の出席者は５名であります。定足数に達しておりますので、これより
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令和３年第１教育委員会臨時会を開会いたします。 

日程第１議事録署名委員の指名について

教育長 

はじめに、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員は、多賀城市

教育委員会会議規則第２１条第３項の規定により、教育長において、浅野委

員、樋渡委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

日程第３  議事

議案第１号  平成３１年度多賀城市教育委員会点検及び評価の結果に 

関する報告書について 

教育長 

それでは、本会議に入ります。

はじめに、議案第１号「平成３１年度多賀城市教育委員会点検及び評価の結

果に関する報告書について」を議題といたします。 

内容につきましては、次長から説明をいたします。次長。 

次長 

それでは、議案資料の１７ページをご覧願います。 

議案第１号「平成３１年度多賀城市教育委員会点検及び評価の結果に関する

報告書について」のご説明を申し上げます。 

これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき

まして、別紙のとおり議会に提出し、公表するものです。 

構成につきましては、昨年度と基本的に同様でございます。 

内容につきましては、教育総務課の菊地参事兼課長補佐からご説明いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

教育長 

教育総務課参事。 

教育総務課参事 

それでは、議案資料の１７ページを御覧願います。 

議案第１号について御説明いたします。別冊として配付しております議案第
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１号資料の「多賀城市教育委員会点検・評価報告書」の１ページをお開きくだ

さい。 

この点検・評価報告書につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の第２６条にあります「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の

管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない」という規定に

基づき作成しております。 

また、本報告書は、学識経験を有する２名の方から御意見、御提言をいただ

いて作成しているものです。本日、この臨時会で決定されましたら、市議会に

提出するとともに、多賀城市のホームページ上で公表するものでございます。 

次に、報告書の構成について御説明いたします。 

まず、２ページから６ページでございます。ここでは平成３１年度における

教育委員会の開催状況及び御審議いただいた内容を掲載しております。 

次に、７ページから１０ページでございます。ここでは学識経験者の方から

昨年度にいただきました意見に対し、事務局で検証を行い、業務改善へ結びつ

けた取組の概要を掲載しております。 

次に、１１ページから３６ページでございます。ここでは「多賀城市まちづ

くり報告書」の中で教育委員会における施策及び基本事業の点検・評価を行っ

ております。 

評価結果の概要といたしまして、施策については、「達成」が３件、「高」

が４件となっており、基本事業については、「達成」が２０件、「高」が１２

件、「中」が０件、「低」が９件となっております。詳細は１６ページ以降を

御確認いただきたいと存じます。 

次に、３７ページから７７ページでございます。ここでは、教育委員会で取

り組んでいる３３件の主要な事務事業について、事業評価として掲載しており

ます。 

３８ページの一覧表では、事務事業名、担当課等、決算額を掲載しており、

表の右側には、事務事業の状況、成果向上の評価を数字の１から３までで表し

ております。 

なお、この評価のものさしは、同じ３８ページの上部に掲載しておりますの

で、御確認いただきたいと存じます。 

３３の事務事業のうち、事業状況に関しては、１３事業が「順調である」、

１９事業が「概ね順調である」、１件が「順調ではない」との評価結果になっ

ております。 

また、成果向上に関しては、２３事業が「成果向上余地は小」、９事業が
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「成果向上余地は中」、１事業が「成果向上余地は大」との評価結果になって

おります。今後、この評価結果を基に、更なる業務改善を教育委員会内で行う

こととしております。 

なお、１１ページからの「多賀城市まちづくり報告書の点検・評価」、「事

務事業の点検・評価」に関しましては、市全体の事務事業評価と同様の取り扱

いとなっております。 

次に、７９ページから８４ページでございます。ここでは学識経験者としま

して、咋年度と同様、元塩竈市立第一小学校長の星篤様、元多賀城市立高崎中

学校長の横橋健様のお二人からいただいた御意見、御講評を掲載しておりま

す。 

次に、８５ページ以降には、資料といたしまして、「多賀城市教育基本方

針」、「平成３１年度の教育重点目標」を掲載しております。 

以上で教育委員会の点検・評価についての説明を終わります。 

教育長 

ただ今の説明について質疑はありませんか。浅野委員。

浅野委員

この報告書に関する意見ではありません。報告書につきましてはそのとおりだ

と思います。今後の課題としまして、学校教育につきまして、学識経験者の方か

らの意見にもありますが、一つは、学力向上のために教育委員会としてのどのよ

うな施策が必要で、どのように展開されてきて、それを今の段階でどのように評

価するかということがあります。 

もう一つは、子どもたちの生活状況について、特に、不登校傾向がまだ続いて

いるということに対する強力な取組について、今回この報告書にもケアハウス事

業の検証として８ページにありますが、「スーパーバイザーやスクールソーシャ

ルワーカーへの相談件数が多いものの、この施設への登所自体が、ハードルが高

いと感じる児童生徒及び保護者が多く見受けられます」とあります。おそらくそ

のとおりであり、これが今後の課題として続いてもいきますし、またこの課題は

目に見える改善があってもなくとも、教育委員会の学校教育の施策として、学力

向上とともに二本の柱で今後ますます大事になっていきますし、いろいろな面で

取り組まなければならない、多賀城市の課題であるというように思いますので、

この報告書にもこのように課題してまとめられていますので、令和３年度の事業

につきましても十分に基本に置いて、いろいろな施策を積極的に展開していって

いただきたいと思います。 
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なお、二人の学識経験者の方からの御意見も、適切に分析、評価されていると

思いますので、今後の教育委員会の施策の展開にも大きな示唆を与えられるもの

ではないかと思いますので、よろしくお願いします。 

教育長 

教育部長。

教育部長 

浅野委員さんからお話ありましたように、学識経験者の方からの意見を次に

生かしていくことが大事だと思います。十分に課題を認識し、いろいろな課題

も生まれてきている状況でもありますので、そういったものを踏まえて、施策

について委員さん方から意見を頂戴して進めてまいります。

教育長 

その他ございませんでしょうか。 渡委員。

渡委員

先ほどの浅野委員の意見も踏まえまして、不登校に関して、ケアハウスへの登

所に至らないということについて、各学校にはスクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーの方がいらっしゃると思いますが、近い例ですが当院に見え

られるお子さんや保護者でも、担任の先生などに上手くストレートに話せない、

ということもありました。 

例えば、今もあるのかもしれませんが、学校単位ではなく、教育委員会で一つ

の窓口として、学校の先生には相談しにくいこともすくい上げるられるようなと

ころがあるといいかなと考えておりましたので、もしなければ、すぐには難しい

かもしれませんが、大きな展望の中の一つとしてあればよいと思って述べさせて

いただきました。 

教育長

学校教育監。 

学校教育監 

本来ですと、ケアハウスがその役目を担っておりますので、今年度は、教育

長を中心にケアハウスの機構改革をしまして、相談件数、支援件数も昨年度よ

りも増えている状況にあります。
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これについては、保護者や子どもたちの悩み、思いを受け止める機関として

大事に育てていきたいと考えております。

教育長

相談機関もいろいろなところにあった方がいいと思っています。 

渡委員

そのとおりで、親御さんもどこに相談したらいいかわからないけれども、担任

の先生やその上の先生には言いづらい、そんなときに教育委員会としてこういう

ことも聞いていますよ、受け入れていますよというのがあればよいと思います。 

教育長

生涯学習課長。 

生涯学習課長 

ただ今の御意見につきまして、生涯学習課の方で青少年の健全育成事業を行

っています。その中で、青少年の相談業務を行っていまして、電話相談、面談

を行っています。その内容等によっては、各関係機関に紹介するという交通整

理も行っています。

また、そういったことは定期的に、学校教育係はもとより、市の保健福祉部

と連携し、面談や情報交換をも行っています。

そういったチャンネルもありますので、紹介させていただきました。

渡委員

ありがとうございました。 

教育長

そういったことを知らせる方法も大切だと思っています。 

その他ございませんでしょうか。菊池委員。 

菊池委員

ケアハウスの実績についてですが、通所した子どもたちは平成３１年度は５名

でよろしいでしょうか。 

教育長
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学校教育監。 

学校教育監 

そのとおりです。

菊池委員

平成３１年度は、１０校で不登校割合はどれくらいでしたでしょうか。 

もう一つ感想ですが、心のケアハウス事業によって保護者の不安解消につなが

っていることはよかったと思っています。 

学校教育監 

不登校は、小学校で４６名、中学校で７５名になっております。

教育長

平成３１年度は、塩竈のけやき教室に通っていた子どももいました。現在ケア

ハウスに通っているこどもは１０名前後になります。 

菊池委員

施設の広さによって一日に対応できる人数が決まってくることもあると思い

ますが、学校側と連携をしてもう少しケアハウスの方でもお世話をしていただく

といいかなと思いました。 

教育長

不登校傾向の子どもたちには、学校には行けるけれども教室には入れない、と

いうお子さんもいます。別室に登校している子どもも結構な数がおり、家からも

なかなか出られないという子どももいます。ケアハウスがもう少し機能できると

いいと思っています。

その他ございませんでしょうか。

（「はい」の声あり） 

教育長

質疑がないものと認め、採決に入ります。議案第１号について、御異議ありま

せんでしょうか。 
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（「ありません」の声あり） 

教育長

それでは、異議がないものと認め、議案第１号について原案のとおり決定いた

します。 

議案第２号  令和２年度多賀城市教育功績者等表彰について 

教育長 

次に、議案第２号ですが、人事案件になりますので、本件につきましては、

「多賀城市教育委員会会議規則第５条」の規定に基づき、秘密会としたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

教育長 

異議がないようですので、これより秘密会といたします。 

（秘密会の会議録については、別途作成） 

議案第３号  多賀城市学校給食センター条例施行規則の一部を改正す 

る規則について 

教育長 

次に、議案第３号「多賀城市学校給食センター条例施行規則の一部を改正す

る規則について」を議題といたします。 

内容につきましては、学校給食センター所長から説明をいたします。学校給

食センター所長。 

学校給食センター所長 

それでは、議案資料の５ページをご覧願います。 

議案第３号「多賀城市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則

について」ご説明いたします。 

６ページをお願いします。 
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このことについて、次のとおり制定するというものです。 

この条例施行規則第７条におきまして、学校給食の年間実施回数を定めてお

ります。学校給食センターが平成１４年７月に開所した際に、学校の年間授業

日数から学校休業日と修学旅行等の学校行事を勘案しまして、小学校、中学校

の学年ごとに範囲を定めたものです。 

今般、新型コロナウイルス感染症対策として令和２年４月９日から５月３１

日まで、市立小中学校を臨時休業としたことにより、６月１日以降の学習指導

計画等の大幅な見直しが行われ、給食実施回数との調整が困難な状況となって

おります。 

７ページ、新旧対照表をご覧願います。今現在の規則、旧の欄ですが、小学

校は規則上、１７０回から１７４回まで、１学年、５学年、６学年は、１６８

回から１７２回までと定まっておりますが、現在、年間の見込みで、全ての学

年で１６８回に満たない状況となっております。中学校も同様です。 

このことから、学校休業日を除いた年間授業日数であります１８８日から始

業式２日間、終業式２日間及び卒業式１日の５日間を差し引いた１８３日で、

１８３回までの範囲で給食を実施することとするものです。 

附則としまして、この規則は公布の日から施行するものでございます。 

よろしくお願いします。 

教育長 

ただ今の説明について質疑はありませんか。 渡委員。

渡委員

今回の改正で、給食の回数は具体的にどのようになるのでしょうか。 

教育長 

学校給食センター所長。 

学校給食センター所長

今までの規則では、回数の下限と上限を定めております。今般のコロナ禍のよ

うに臨時休業が長引きますと、回数の下限に達することができなくなってしまい

ますので、最大の授業日数から始業式等の行事日数を差し引いた上限の回数のみ

を定めることとしたものです。 

渡委員
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そのことに異論はないのですが、下限を定めないことに対してクレームが来る

のではないかという心配もあります。 

学校給食センター所長

周辺の自治体の状況も確認しましたが、下限回数を定めているのが仙台市、松

島町です。仙台市は事務取扱で規定しており、下限回数に満たない状況について

はその中で対応したとのことでした。 

渡委員

ありがとうございました。 

教育長 

そのほかございませんでしょうか。 

（「ありません」の声あり） 

教育長

それでは、質疑がないものと認め、採決に入ります。議案第３号について、御

異議ありませんでしょうか。 

（「ありません」の声あり） 

教育長

それでは、異議がないものと認め、議案第３号について原案のとおり決定いた

します。 

議案第４号  学校給食費の改定について 

教育長 

次に、議案第４号「学校給食費の改定について」を議題といたします。 

内容につきましては、学校給食センター所長から説明をいたします。学校給

食センター所長。 

学校給食センター所長 

それでは、議案資料の９ページをお願いいたします。議案第４号「学校給食
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費の改定について」ご説明いたします。 

経緯について、時系列でご説明いたしますので、恐れ入りますが５５ページ

をお願いいたします。 

令和２年３月５日付けで、多賀城市学校給食センター運営審議会に学校給食

費の改定について、栄養の改善に必要な１食当たりの学校給食費単価と実施時

期について諮問いたしました。 

３５ページをお願いいたします。 

令和２年１１月２７日開催の令和２年度第１回多賀城市学校給食センター運

営審議会において、栄養価充足率の改善に向けた献立の検討に伴う給食費の改

定試算額について審議をいただきました。 

３７ページをお願いいたします。学校給食費の改定案について、主な内容に

ついてご説明いたします。 

４３ページをお願いいたします。 

給食費と基本食費・副食費の推移です。左のグラフの基本食費・副食費の推

移ですが、一番下の小学校基本食費、上から２番目の副食費の推移と、下から

２番目の中学校基本食費、一番上の副食費の推移となっております。保護者の

方に納入いただく給食費は変わりませんので、基本食費が増加しますと、副食

費に係る額が減少せざるを得ない状況が続いています。右のグラフにつきまし

ては、基本食の牛乳、米飯、パンの推移ですが、こちらも年々値上がりしてお

ります。 

４４ページをお願いします。 

学校給食摂取基準です。文部科学省が定める一回当たりの望ましい栄養量と

なっており、一日の栄養量の３分の１を給食で摂ることを基本とし、家庭で取

りづらいカルシウム、ビタミン類につきましては、４０％から５０％を目安に

設定されております。平成３０年８月に改正になり、マグネシウムが改正前は

配慮すべき補足項目でしたが、改正後は基準項目に含められております。 

次の４５ページですが、平成３１年度平均の多賀城市の栄養充足率グラフで

す。学校給食摂取基準を１００としたもので１２項目ございますが、小学校が

６項目、中学校が９項目で基準に達していない状況でした。左下のチャート、

右下の棒グラフともに、基準の１００を太線で示していますが、基準を満たし

ていない項目があることが見て取れます。 

４７ページをお願いいたします。 

これらの状況を改善するための例として試算したものになります。小学校の

平成３１年度８月、９月分で、１食あたり３５円の増額した場合の試算です。

左上の充足率の表ですが、現行の灰色の７項目で基準を満たしておりませんで
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したが、３５円改定した場合は全ての項目で充足していることを表しているも

のです。右上の棒グラフ、左下のチャートにつきましては、１００の基準とな

る太線に対しまして不足していた栄養価が、改定後は全て充足していることを

表しているものになります。右下の献立は、副食で太字のメニューが、栄養価

充足のために追加した品目で、追加した品目の価格が右端の列となります。一

番上で追加した海の幸サラダとブルーベリージャムの単価の合計が６２円とい

う見方となります。これらを全て合計すると８１９円で、給食回数の２３で割

りますと、１食当たり３５円の改定試算となります。 

４９ページをお願いいたします。 

こちらは中学校の平成３１年度８月、９月分で、１食あたり５０円の増額し

た場合の試算です。表、グラフ等につきましては小学校と同様の見方となりま

すので説明を割愛させていただきます。右下の献立表につきましても同様に、

一番右の列の合計の１，０８１円を給食回数の２２で割りますと、１食当たり

５０円の改定試算となります。 

５０ページをお願いします。 

以上の状況に基づきまして、給食費改定の案を提示したものです。改定額案

ですが、小学校で２８９円、現行の２５４円から３５円、１３．８％の増、小

学校で３４８円、現行の２９８円から５０円、１６．８％の増となります。実

施時期につきましては令和３年４月１日から、改定理由案につきましては食材

料の値上げ等に伴う栄養充足の改善でございます。下の表は、給食費の改定経

過と給食費の推移をグラフにしたものでございますので、後ほどご覧願いま

す。 

１３ページをお願いいたします。 

令和２年１２月９日開催の令和２年度第１回多賀城市学校給食センター運営

審議会におきまして、学校給食費改定案について御審議いただいたものとなり

ます。 

１４ページをお願いいたします。 

学校給食費改定の答申案について、内容は記載のとおりでございます。 

４として付帯意見を頂戴しており、「地場産品については可能な限り使用す

ること」です。この案のとおり答申することで議決をいただき、１１ページの

とおり、議決された内容での答申を受けまして、９ページをお願いいたしま

す。 

改めまして、議案第４号学校給食費の改定について、平成２６年度の学校給

食費改定から６年が経過し、その間の食材料費の上昇等により、当市の学校給

食は学校給食摂取基準に定める摂取基準に達していない状況が生じており、こ
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のことから、学校給食費について、下記のとおり改定するものです。 

１学校給食費の一食単価について、小学校２８９円、現行２５４円、中学校

３４８円、現行２９８円でございます。 

２改定時期について、令和３年４月１日からであります。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

教育長 

ただ今の説明について質疑はありませんか。林委員。

林委員

値上げに関しましては賛成です。物価が上昇し、消費税も増税しており、致し

方ないところもありますが、現在の金額でも未納の方がいて、値段が上がればさ

らに増えるかもしれないということがあると思います。その未納の方に対しての

対応、ケアの仕方についてなにかあるのでしょうか。 

教育長 

次長。

次長

今までの給食費を収めていない方の滞納分についてですが、平成１３年度から

発生しており、現時点で約２，４００万円に達しております。それを踏まえまし

て私どもとしましては、文部科学省で給食費の滞納者についてのガイドラインを

定めており、それに基づきまして来年度、未納者の方に対してより強くアプロー

チをしまして、ガイドラインには少額訴訟という裁判に関する事項もありますの

で、法的な手続きを含めた形で厳しい対応をとってまいります。１２月１５日の

市議会全員協議会で給食費改定に説明を行った際、同様の質問があり、先ほどと

同様の回答を申し上げております。新たな未納対策を取りながら、また、適切な

栄養を確保するために給食費を改定することについて、概ね了解をいただいたと

ころであります。現時点でもお手紙等を年２回、未納の方に出しておりますが、

なかなか芳しくない状態が続いておりますので、いよいよもって法的措置も講じ

なければならないと思っております。 

教育長 

教育総務課参事。
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教育総務課参事 

ただ今次長が申し上げましたことと並行しまして、申出徴収制度を平成２７年

度から行っており、これは、児童手当から給食費の滞納があった場合に自動的に

差し引いて手当をお支払いするものです。これはあくまで本人から申出をいただ

いた場合のみですが、毎年度等に保護者へお知らせをし、その制度を活用して未

納対策に注力してまいります。 

ちなみに、昨年度の給食費徴収率ですが、９９％です。しかしながら、残りの

１％の未納の長年の積み重なりが、先ほど次長が申し上げました滞納額となって

いるものでございます。 

林委員

ありがとうございます。 

教育長 

その他にございませんでしょうか。

（「ありません」の声あり） 

教育長 

それでは、質疑がないものと認め、採決に入ります。議案第４号について、御

異議ありませんでしょうか。 

（「ありません」の声あり） 

教育長

それでは、質疑がないものと認め、採決に入ります。議案第４号について、御

異議ありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長

それでは、異議がないものと認め、議案第４号について原案のとおり決定いた

します。 

日程第３  その他
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教育長 

次に、日程第３その他に入ります。 

まずはじめに、令和２年第１２回定例会において、協議事項として委員の皆さ

まに資料をお渡ししておりました、「令和３年度からの市立学校の２学期制導入

について」を議題としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

教育長 

それでは、「令和３年度からの市立学校の２学期制導入について」の内容につ

きまして、学校教育監から説明をいたします。学校教育監。 

学校教育監 

前回、定例教員委員会でご説明しましたが、新しく林委員さんをお迎えしまし

たので、本市の小中学校における２学期制の導入について再度ご説明させていた

だきます。 

二学期制の良さは、始業式、終業式の回数が減り、長期休業を調整することで、

授業時数が増やせます。これにより、学校の一年の教育課程にゆとりが生まれ、

さらに児童生徒がじっくり学びに取り組むことができます。これは、今年度は小

学校での全面実施、来年度は中学校で全面実施となる「新学習指導要領」による

授業時数の増加に対応することができるとともに、児童生徒の個に応じた指導や

授業改善が充実できたりするという利点があります。 

この学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」についての授業改善が

重視されております。これは、児童生徒が学習に対して前向きに粘り強く取り組

み、意見交換をしたり、情報を取捨選択したりしながら、自分の考えを広げたり

深めていく学習活動をしていくというものです。これは、長いスパンで単元を構

成した学習が重視されているのです。児童生徒は、１時間単位ではなく数時間に

わたり、時間をかけて、課題を設定したり、調べたり、意見を交流したり、自分

の考えを構成したり、修正したり、発表したりしていく学習をしていきます。こ

れは、夏休みや冬休みをはさんでも、切れ目なく続けていくことができるのです。 

また、教師が児童生徒とじっくり向き合い、個別指導する時間や、生徒指導の

時間、そして、授業改善の機会がより増えることが、二学期制の良さであると思

います。そして２学期制では、喫緊の課題であります新型コロナウイルス感染症

対策として、臨時休業となっても柔軟に指導計画の変更ができるのも利点であり



- 16 - 

ます。 

課題と思われる点は、通信表が、年２回の配付になるということが挙げられま

すが、夏休みなどの長期休業中に保護者面談等を設定し、保護者に学習や生活の

様子をきめ細かに伝えていくことで対応していきます。また、テストの範囲が広

くならないか、高校入試への影響はないのか、などの不安も出てくる可能性があ

ります。これについては、テストの時期、小テスト等や回数を調整するなど、様々

な工夫をしてまいります。 

先行実施の自治体での成果としましては、まず平成１４年から実施している仙

台市では、教育課程に「ゆとり」が生まれ、児童生徒と向き合う時間の増加、進

路指導の充実が図られ、学期が長くなることで、長いスパンでの児童生徒の変容

を見取ることができたということ、次に平成１５年から実施している山梨市では、

授業時間の確保ができ、基礎的・基本的な学習の定着や発展学習、調べ学習や体

験活動などの児童生徒の思いを大切にした学習を思い切って展開できた等々の

報告があります。 

さて、１年の流れですが、夏休み３日減らして、秋休みを１日、１０月の中旬

に設定して、前期後期として一年を二分して長期的に教育活動を展開していくの

が「２学期制」です。裏面をご覧ください。 

本市は、夏休みを３日短縮としました。秋休みを１日設定し、連休と合わせて

４日間とし、２日間の授業日を確保しております。これは大崎市と同様です。ち

なみに、塩竈市、七ヶ浜町は夏休み２日間短縮の、秋休み２日設定し、連休と合

わせて５日間としています。仙台市も５日間の秋休みとなっております。 

秋休みに関しては、多賀城市や大崎市が１日少ないところですが、授業時数の

確保による学力向上を目指すとともに、新型コロナウイルス感染症対策の臨時休

業があった場合に対応できるようにするためでもあります。 

３の進捗状況ですが、教育委員会では、昨年度より２学期制について研究を行

うため、学校長の意向を聞くなど、学校現場の考えについて把握してきたところ

で、校長、職員、ＰＴＡ会長等に理解を得ているところです。 

現在、県内で２学期制を導入しているのは、県立中学校、仙台市、白石市、栗

原市、富谷市、大崎市、七ヶ宿町、川崎町、涌谷町、大衡村の小中学校で実施さ

れております。 

また、令和３年度に向けて塩竈市も２学期制導入に向けて準備を進めている状

況であり、塩竈市は昨日の定例教育委員会で規則改正が可決されております。 

本日、実施について協議していただき、承認いただけるならば、議会への報告

を経て、保護者及び地域の方々へのお知らせを行い、教育委員会にて、学校管理

規則の改正を進めてまいりたいと思います。 
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２学期制についての説明は、以上です。 

教育長 

本日は皆様方とのご協議となっております。ただ今の説明につきまして質疑は

ございませんでしょうか。ご意見でも結構です。 渡委員。 

渡委員

個人の意見としまして、２学期制の重要性はわかりますが、他の自治体の２学

期制に基づくタイムテーブルと比べますと、導入までの時期が短いのではと思い

ました。ただ、２学期制自体につきましては、前回も教育長さんからいろいろお

話を伺い、とても必要なことだと思っています。 

教育長 

菊池委員。 

菊池委員

いただいた説明や資料を拝見しまして、本当にゆとりが持てるようになると思

いますので、先生方にも子どもたちにとってもデジタル化などいろいろ変ってく

ることもありますし、ぜひこの４月から２学期制にしていただきたいと思います。 

また、その前に校長先生や先生方、ＰＴＡ役員の方々から了解を得ているのが

とても強く後押ししていると思います。２学期制をぜひ進めていただきたいと思

っています。 

教育長 

浅野委員。 

浅野委員

前回も少し触れさせていただきましたが、子どもたちそのものについては大き

く変わるわけではありません。日本の教育では、一番は夏休み期間で、それが半

分になるなど大きく変わるのでは話が別で、子どもたちにとっても学校が大きく

変わるのだという感覚になるのだと思いますが、そしてまた、今の時点で、子ど

もたちから見てこんなにドラスティックに学校が変わるんだと驚くくらいの変

化が果たして必要か、ということもあります。 

今の２学期制であれば、今の子どもたちにしてみれば、もちろん学校の取組に

もよりますが、あまり問題はないのではないかな、と思います。もう一つ対外的
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な意味で言えば、宮城県の場合は仙台市が既に２学期制を採っていることからす

れば、特にこの仙塩地区は仙台と地域として一体で重なっている部分があるので、

例えば子どもたちの転出入のことを考えても仙台市とのかかわりが一番多いわ

けですので、それが基本的な線で仙台市と異なっている点があると、これから時

代では広い意味ではあまりいいことではないなという気がします。 

そこで、塩竈市とも歩調を合わせて２学期制に踏み切ること自体は、大きい変

化になるということはないですが、少しでも教育課程の編成が時間的なゆとりが

持てるということは確かにあると思いますので、そういうことで進めていくのは

基本的には賛成です。 

ただ、この間も申し上げたように、保護者の方たちが慣れるまでの間が、学校

の方でよっぽど気を付けて対応していかないと、保護者の不安が出てくると思い

ます。例えば、夏休みが明日から始まるという日に、１学期の子どもたちの様子

がきちんと通信表で知らされてきたのが何十年と続いてきたわけですので、休み

に入る前の段階の学校の対応がこれまでと変わるということは、親御さんの不安

が結構出てくるのではないかなという気がします。 

ただ、それについては、学校それぞれの教育計画に従っていろいろな対応の案

が出てくると思いますし、長期休業時はゆっくりじっくり時間を取って、個別的

に保護者との教育相談を充実させていくのはどこの学校でも足並みをそろえて

いくようになると思いますので、そういったことがある程度繰り返されていけば、

保護者の方も心配も自然と解消されていくのではないかと思います。 

どちらにせよ、導入に当たっての基本的な説明と、最初の段階での長期休業に

入る前の子どもたち個々への生活指導を含めた対応をしないと、保護者の方々が

今までと制度が変わったんだという期待よりも不安の方が大きいというような

感じになってしまうと心配な気がしますので、その辺の配慮はそれぞれ各校長先

生はじめ学校との協議を密にして、そういうふうな心配がないような形で移行さ

れていくことを、切に期待しています。 

そのような形で進めていただければと思います。以上です。 

教育長 

林委員。 

林委員

私もＰＴＡの役員ですので賛成です。私自身も小学校は３学期制でしたが中学

校は２学期制でしたので、どちらも体験しています。子どものときの記憶ですが、

特に子ども側からすれば問題なく対応できるのではと思います。親としては通信
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表が３回から２回に減るのは少し寂しい気もしますが、保護者面談があるという

ことですので、特に混乱もないと思っています。 

一つ質問がありますが、体感的なもので構わないですが、教育課程にゆとりが

生まれるということについて、先生方にも多少ゆとりが生まれるという流れだと

思いますが、どれくらい子どもと向き合うゆとりが取れるものなのか、３学期制

から２学期制にすることで大幅に増えるのか、多少とれるのか、どれくらいのニ

ュアンスなのでしょうか。 

教育長 

学校教育監。 

学校教育監 

試算しましたところ、目に見える時間としては２０時間程度の時数が生み出せ

ます。つまり、３日間の臨時休業があってもちょうどクリアできるレベルです。

あとは、学校の教員は７月、１２月はテストの丸付けが多くなり、通信表の所見

を書いたりと、そのために学校によっては授業を短縮して事務整理の形で設定す

る場合もあります。逆に、その期間がなくなるということで、通常の授業をしな

がらゆっくりと所見の記載、テストの丸付けが頭から離れて精神面の余裕が子ど

もの見取り、励まし、きめ細かな指導につながります。それが７月、１２月にそ

れぞれに２０日間ずつ生まれるとすれば、子どもたちもその分教師に見てもらっ

て、充実した日々が増えるものと考えられるところです。 

林委員

ありがとうございます。 

教育長 

その他ございませんでしょうか。 渡委員。 

渡委員

小学校１年生の担任の先生に対する要望なのですが、小学校に入って間もない

夏休み前までの時間で、読み書きなどで取り残される子どもないよう、先生も専

門なのでお分かりかと思いますが、特に力を入れていただけるようお願いします。 

教育長 

学校教育監。 
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学校教育監 

小学校入学直後は、１時間で１文字ずつ、５０音までどんどん積み重ねをして

いき、ゆとりの生まれた７月までの間に丁寧に、多賀城市には支援員もいますの

で、子どもたちが遅れていかないように努力してまいります。 

教育長 

その他にございますでしょうか。菊池委員。 

菊池委員

ただ今ゆとりの時間の使い方をお聞きしまして、ぜひ２学期制にしていただき

たいと思います。 

教育長 

規則の改正については次回会議で審議をしますが、この方向性でよろしいかと

いうことについて皆さんに確認したいと思いますので、皆さんよろしいでしょう

か。もしなにかありましたらどうぞ。林委員。 

林委員 

２学期制になると夏季休業に保護者面談の期間が確保されていますが、これは、

親御さんが慣れるまでの間の面談なのか、ずっと続くものなのか教えてください。 

教育長 

学校教育監。 

学校教育監 

基本的にはずっと続けていくものです。１５分間で、通信表の記載よりも濃密

な面談ができます。様々なやり取りができるので、通信表よりも多い情報量が夏

休みに共有され、夏休みの間もその良さを途切れさせないようにご家庭にお願い

する貴重な機会になると考えておりますので、学校での長期休業中の面談はずっ

と続けていく方針です。 

林委員 

ありがとうございます。 
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教育長 

面談の形であったり、学校によっては家庭訪問であったり、情報交換の場を設

定するという形で各学校が工夫することになりますが、方法や時期についてはこ

れからの部分もありますが、いずれそのように持って行きたいと考えています。 

そのほかございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「ありません」の声あり） 

教育長 

それでは２学期制の方向で進むということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

教育長 

ありがとうございます。それでは、令和３年度からの２学期制導入についての

質疑を終結いたします。なお、学校教育監からの説明にもありましたけれども、

本件につきましては令和３年第１回定例会において、多賀城市立学校の管理に関

する規則の一部を改正する規則の制定をお諮りする議案として提案いたします

ので、よろしくお願いいたします。 

それでは、各委員等から議題としたい事項等がありましたらお願いいたします。 

（「ありません」の声あり） 

以上で、本日の日程をすべて終了いたします。 

これをもちまして、令和３年第１教育委員会臨時会を閉会いたします。 

午後２時３０分閉会 

この議事録の作成者は次のとおりである。 

教育総務課主査 山形 剛大

この議事録の正確なことを認め、ここに署名する。 
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令和３年１月２７日  

多賀城市教育委員会

教育長                 印

委 員                 印

委 員                 印


